
平成18年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）の２ 

平成18年12月11日（月） 

                                           

（午前９時50分 開議） 

○議長（上田順康君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は32人で定足数に達し

ております。 

                     

○議長（上田順康君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（上田順康君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において11番 辻本君、

13番 松浦君、25番 岡 勲君の３人を指名

いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（上田順康君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 今回の一般質問の通告者は25人であります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、12番 平林君。 

〔12番（平林崇行君）登壇〕 

○12番（平林崇行君）皆さま、おはようござ

います。ただ今議長のお許しをいただきまし

たので、通告に従い、一般質問を行います。 

 平成18年も、残すところあと１カ月あまり

となりました。この時期になりますと、テレ

ビ、ラジオといろいろなところで、今年１年

の重大ニュースなどを取り上げ、今年１年を

振り返っています。 

 国際問題では、北朝鮮の核実験が最も印象

にあり、悪くすれば戦争勃発の危機さえ感じ

られます。今、戦争のない日本の我が国を見

て、改めて平和のありがたさを感じています。

国内においては、いじめ、虐待と悲しいニュ

ースばかりが頭をよぎります。和歌山県では、

談合問題で現職の知事が逮捕されています。 

 暗いニュースが多く取り上げられる中で、

私にとって明るいニュースは、紀州にゆかり

のある紀子さまが悠仁さまをご出産なされた

ことは、私にとって大きな励みとなりました。 

 当市においては、旧橋本市と旧高野口町と

の合併が行われ、将来のまちづくりに取り組

んでいます。 

 そこで、今回の一般質問です。合併前の旧

橋本市、旧高野口町は財政は苦しかった。新

橋本市においても財政が苦しいのは同じであ

り、今のままでの行政運営を行うなら、私の

経営感覚から考えても、あと２年から３年し

か財政はもたないと考えますが、いかがです

か。 

 この危機的状況をしのぐためには、市民の

皆さまの理解と協力がなければ、到底当市の

立て直しはあり得ないと私は考えます。市民

の皆さまに当市の現状を理解していただく一

番の方法は、広報であると思っています。そ

の広報の中で、市の財政について、11月号の

決算報告、12月号の上半期予算執行状況にお

いて、市民の皆さまに何を伝え、理解してい

ただくかがはっきり見えてこないので、今回、

「広報はしもと」11月号での決算報告書、12

月号での上半期予算執行状況について、質問

をいたします。 

 １、平成17年度の旧橋本市と旧高野口町と

の最後の決算報告を行うのなら、起債（借金）

も含めた苦しい事情を、市民の皆さまに報告

すべきであると考えるが、いかがですか。 
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 旧橋本市、旧高野口町では、起債は一般会

計、特別会計、企業会計含め、いくらになる

のですか。 

 平成18年度上半期予算執行状況を広報に記

載した目的は何か。 

 上半期起債（借金）状況が記載されていな

いのはなぜか。一般会計、特別会計、企業会

計の上半期の起債状況はいくらになるのか。 

 ５番、「広報はしもと」は、行政のいろいろ

な情報を提供するのに最適な手段であると考

えます。もっと市民の皆さまにわかりやすく

理解していただく文面が必要であると考えま

すが、いかがですか。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（上田順康君）12番 平林君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）おはようございます。 

 平林議員のご質問にお答えをいたしたいと

思います。 

 広報誌では、当然、市役所からお伝えする

内容を、市民の多くの皆さんに理解していた

だくことが大きな目的であると存じます。議

員おただしの、決算報告や上半期の予算執行

状況報告につきましては、ご存じのように多

くの数字を使った表現になっておりまして、

特に今回の決算においては、３月１日に合併

があったことから、旧橋本市及び旧高野口町

の平成17年度決算に加え、新橋本市の平成17

年度の決算の掲載となったところであります。 

 今後は、限られた紙面ではありますが、決

算報告や予算関係だけでなく、少しでも市民

の皆さんにご理解をいただけるよう、創意工

夫していきたいと考えております。今後とも、

引き続きご指導をよろしくお願いを申し上げ

ます。 

 なお、残余の件につきましては、担当参与

より詳細にご報告を申し上げたいと思います。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

〔総務部長（中山哲次君）登壇〕 

○総務部長（中山哲次君）「広報はしもと」11

月号での決算報告、12月号での上半期予算執

行状況報告について、４点のご質問をいただ

きました。 

 まず１点目の、旧橋本市、旧高野口町の平

成17年度決算報告に際しては、起債借り入れ

状況も含めた苦しい事情を、市民の皆さまに

報告すべきではないかとのご質問でございま

すが、旧橋本市では、市民の皆さまに市の財

政状況をできるだけ分かりやすくお知らせす

るため、「広報はしもと」平成17年11月号に掲

載した平成16年度決算状況を、一般家庭の家

計簿に例えて表現させていただくとともに、

厳しい財政状況を決算の概要欄で、市債現在

高を一般会計歳出の説明欄で、それぞれ明記

してまいりました。 

 しかしながら、本年11月号に掲載した平成

17年度決算報告では、限られたスペースの関

係で、合併前の旧橋本市の決算、旧高野口町

の決算、新市の決算の３つの決算報告をしな

ければならず、また、合併前の両市町の決算

は、２月末までに収入または支出した金額で

あり、本来の年間を通した決算でないことか

ら、平成17年11月号で掲載したような家計簿

に例えた説明などができず、議員おただしの

とおり、市民の皆さまにとってはわかりにく

い表現となっているのは事実でございます。 

 この件に関しましては、決算報告の冒頭説

明欄に注釈を加え、ご理解をお願いしている

ところでございます。 

 次に２点目の、旧橋本市、旧高野口町の起

債現在高でございますが、平成18年３月末の

起債現在高を、旧橋本市と旧高野口町に分け

て算出しますと、旧橋本市では、一般会計で

191億9,727万5,000円、特別会計で123億1,537

－12－ 



万4,000円、企業会計で173億5,996万9,000円

の合計488億7,261万8,000円となります。 

 一方、旧高野口町の起債現在高を申し上げ

ますと、一般会計では61億8,660万2,000円、

特別会計で52億4,132万5,000円、企業会計で

21億 3,282万 7,000円 の 合 計 135億 6,075万

4,000円となり、合併推進債のように両市町に

分けて算出できない起債２億5,550万円も含

めますと、３月末時点での起債現在高の総額

は、626億8,887万2,000円となっております。 

 次に３点目の、平成18年度上半期予算執行

状況を広報に記載した目的でございますが、

地方自治法第243条の３第１項に、財政状況の

公表が義務化されております。本市でも、橋

本市公告式条例及び橋本市財政事情の作成及

び公表に関する条例に基づき、掲示場に掲示

するとともに、さらに、「広報はしもと」にも

上半期予算執行状況を掲載することにより、

厳しい財政状況の中で経費削減に努め、最小

の経費で最大の市民サービスを提供できるよ

う、市民の皆さまにご理解とご協力をお願い

しているところでございます。 

 また、年度当初の予算状況や、前年度決算

状況につきましても、同法の規定に基づき公

表し、市民の皆さまにご理解をいただくため、

広報誌にも掲載することといたしております。 

 続きまして４点目の、上半期起債状況が記

載されていないのはなぜか。また、上半期に

おける起債現在高はいくらかとのおただしで

ございますが、広報12月号に掲載いたします

のは、当該年度における９月末までの予算執

行状況をお知らせするものでございまして、

歳入につきましては９月末時点の収入済額、

歳出につきましても９月末時点の支出済額を

それぞれ明記いたしております。 

 特に、起債につきましては、借り入れが下

半期に集中いたしますので、上半期において

は収入済額がゼロとなります。なお、９月末

における起債現在高は一般会計で245億6,176

万8,000円、特別会計で171億1,742万6,000円、

企業会計で188億4,586万9,000円の合計605億

2,506万3,000円となります。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）12番 平林君、再質問

ありますか。 

 12番、平林君。 

○12番（平林崇行君）ありがとうございます。 

 今、市長並びに総務部長のほうからご説明

をいただき、私のほうも改めて数字の確認な

どをしまして、今、本当に橋本市は大変なん

だなあというふうに考えております。 

 私、先ほどの１回目の質問におきまして発

言させてもらったとおり、橋本市のこの危機

的な状態を脱するには、本当に市民の人の理

解と協力がなかったら、絶対だめやというこ

とです。 

 よく、橋本市が破綻したらどうなるんやと

いうことも、一般市民の人から聞かれます。

今、一番参考にするべきというのは、北海道

の夕張市が破綻に追い込まれまして、その中

で、どういうふうにまちがなっていくのか。

夕張市と橋本市は若干条件も違いますし、い

ろいろな形でこれがすべてとは言いませんけ

ども、やはり一つの参考にはなると思います。 

 その中で、新聞の報道の中で、夕張市の職

員の皆さんが８割強退職したいと思っている

と。そして、20人の人ですか、既にもう辞表

を出したと。それでその中で、なぜか。一般

職員は退職金が４分の１になりますんかね。

そして30％のカットとか、非常に厳しい対応

を皆さんも迫られると。多分、皆さん、座っ

てる方は50代半ば前後だと思いますので、橋

本市が何か大変な事態が起こるときには、あ

る程度の先が見えているでしょうけども、や

はり、今おられる若い、20代、30代、40代の

職員の皆さんにとっては、非常に死活問題に
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もなってくると思います。 

 だから本当に、これからこのまちをどうし

ていくかということは、皆さんの手にかかっ

ております。夕張市の職員さんの気持ちもわ

かりますけども、もう既に20人が辞表を出し

とると。自分のことしか考えてないんかと。

こういうことは、きのう、きょう、起こった

ことではないんやと思います。橋本市も、も

う何年も前から言うてます。それをわかって、

いざ破綻したら逃げるようなまねだけは、私

はしてほしくない。ですから、今のこの時点

で、何とかまだ可能性のあるときに、一生懸

命皆さんがやってほしい。 

 だから、市が破綻したら、そういうことに

職員の皆さんはなる。まして市民の皆さんは、

多少蓄えのある、余力のある方はあまり問題

ではございません。私が計算すれば、市民の

皆さんに、もし橋本市が破綻すれば、月２万

円か３万円ですか、だいたい20万円から30万

円ぐらいの負担が増えるであろうかなと思っ

ております。これは裕福な人には全く問題な

いですけども、本当に年金暮らし、障害を持

った方とか、いろんな方には、この20万円、

30万円がどれだけおもしになるか。生活が苦

しくなってくるかと。 

 私がいつも言うてるように、市のレベルは、

行政のレベルは、弱者にいかに優しいまちを

つくるかということが、私は市のレベルやと

考えております。ですから、本当に弱い方、

老人、子ども、お年寄り、障害を持った方、

いろんな人が、ああ、橋本市はいいまちや、

まだまだ頑張っていけるというところを、私

は伝えていっていただきたい。そのためには、

きちっとした、本当に、いいことばっかりじ

ゃだめなんですよ。悪いことも伝え、じゃあ

どうすればこのまちがようなるんかというの

を、行政と市民と当然議会も考えて、一緒に

建て直していっていただきたいというつもり

で、今回の質問をしております。 

 通告に従い、１番のほうから順に再度質問

をさせていただきますので、よろしくお願い

します。 

 １番の総務部長の説明の中で、冒頭に説明

書きがあると。決算報告の中でね。確かにそ

うです。決算報告の中で、ずっと３月の合併

についてから始まって、新橋本市では差し引

き6,811万3,000円の黒字となりましたと。ま

あ、黒字はよろしいわ。その後に、「これは基

金を取り崩しての黒字であり、依然として厳

しい財政状況は続いています。」私から言うた

ら、一般の市民の人から言うたら、これ、言

葉がおかしいんですよ。黒字、黒字というこ

とは経営がうまいこといっているん違います

のと。なおかつ、え？ 基金取り崩した。こ

の隅に、用語解説が載っています。確かに書

いてます。うちの家内に見せても、うちの家

内にはいろいろ行政の情報を教えてますから。

それでもわかりません。一般の人に聞いても

わかりません。 

 そんな中で、今、総務部長がおっしゃった

ように、市民の人に本当に理解してもらえる

んかなと。じゃあ、ここでやっぱり基金を取

り崩しての黒字である。じゃあ基金はあとい

くらあるんですか。基金だから預金ですわね。

預金はいくらあるんですか。財政状況は厳し

い状況が続いていますと、そういうことを、

前に黒字の金額を出す以上は、やっぱり基金

の金額とか、その辺もある程度載せてするの

が普通、私は妥当かなと思うんですけど、こ

の辺は総務部長、いかがでしょう。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）確かに現在の決算、

議員ご指摘のとおり黒字、ただ、財政調整基

金等を取り崩しての黒字と。そのとおりでご

ざいます。本来でございますと、やはり橋本

市の将来の中で、災害等々突発的なことが発
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生したときには、行政課題が発生したときに

は、当然、そのための財政調整基金等をやは

り持っておく必要もあると思います。個人の

家庭で言えば、貯金とか、そうなると思いま

す。 

○議長（上田順康君）12番 平林君。 

○12番（平林崇行君）かなり、そういう面で

もやっぱり厳しいという部分で、私は、金額

を聞いて今さら驚くこともないんですけども、

やはり、前も行政改革はすり込みやと。毎日

でも同じことを言いなさいと言うた、私は質

問をした記憶もあります。ですから、こうい

うことも、一回言うた、年に一回言うたから

もうええんやでなしに、やっぱり常に市民の

皆さまに状況を把握していただく、そういう

ふうな方法をとり、そしてそこから行政のい

ろんな運営を見ていただくということも、私

は非常に大事かなと思いますので、機会があ

れば、これからそういうこともあわせて行っ

ていただきたいと思います。 

 ただ、財政事務的な話で非常に恐縮でござ

いますけれども、県の指導もございまして、

やはり赤字、出る出ないという段階において

は、財政調整基金がある場合は、それを充当

すべきであるというような報告も出てきてお

ります。そういうことで基金を取り崩させて

いただいておると。議員ご指摘のとおり、市

民の方々にはやはり本来の財政状況、非常に

厳しい状況であるという部分について、当然

広報等も通じまして、これからも住民の方々

の理解を得ていく必要があると。いかに行政

サービスの質を低下させないかということの

中では、非常に重要な項目であるというふう

に考えておりますので、ご理解いただくとと

もに、今後も広報の充実には努めてまいりた

いと思います。 

 続きまして、２番目の、旧橋本市、旧高野

口町において、起債金額は一般、特別、企業

を含めていくらになるかということで、今ご

答弁いただきました。 

 では、橋本市488億円、高野口町135億円と

合計なんですけど、これ、旧橋本市、旧高野

口町の人口割りにしたら、１人頭、よくやる

んですけどね。こういうことをやればよく市

民の人が理解してくれると思うんですよ。１

人頭の借金はいくらになるんですか。旧の経

営金額で結構です。 

○議長（上田順康君）12番 平林君。 

○12番（平林崇行君）ありがとうございまし

た。 

 じゃあ、ひとつその件で。基金を取り崩し

てという場合ですけども、基金はあといくら

残っているんですか。 ○議長（上田順康君）財政課長。 

○議長（上田順康君）財政課長。 ○財政課長（北山茂樹君）１人当たりの起債

の現在高というご質問でございますけれども、

平成18年の、先ほど起債残高を申し上げたん

ですけど、それを人口１人当たりで算出しま

すと、旧橋本市では88万7,480円になります。

一方、旧高野口町では89万6,164円になります。 

○財政課長（北山茂樹君）基金の状況でござ

いますけれども、財政調整基金、今、手元に

全部の基金、ちょっと資料を持っていないの

でお答えできないんですけども、財政調整基

金では、当初、本市予算の段階で残額は約４

億5,000万円でございます。ただし、12月の、

今回の補正でも約２億円の基金を取り崩して

おりますので、12月末現在では、約２億5,000

万円しか残らないということになります。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）12番 平林君。 

○12番（平林崇行君）双方とも、88万円、89

万円ということで、かなり市民の皆さんには

負担がかかっている。私はよく言うんですけ 以上でございます。 
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ども、借金ができるのは行政が偉いから、市

長が偉いからではなく、その市民の数と、そ

の地域の能力によって、その借金ができると

思っております。はよ言うたら、借金の担保

は市民やと。その市民の人にこれだけの負担

がかかっているということは、私は今までず

っとやってきた中で、知らん人もおると思う

んですよ。ですから、そういうことも含めま

して、この数字を見て、今テレビでもようや

ってます。国の借金何ぼあって、国民１人頭

何ぼと。そういう抱えている、そういうわか

りやすい公表というか、やり方をやって、こ

の数字を見て、本当に市民の人が、これから

橋本市を、行政と一緒になり、また議会と一

緒になって建て直していこうという気持ちを

持ってもらうためにも、わかりやすい数字で

このようにやっていただきたいと思いますの

で、これに関してはもうこの辺で、２番目は

とめておきます。 

 ３番目の、平成18年度の上半期の予算執行

状況報告を広報に記載した目的、これは法律

で自治法という形で出しなさいということ、

これはもう私もわかっています。その中身を、

だから橋本市はどういう目的でもって、この

法律を執行しているんかなと。先ほどから部

長言うてますよ。厳しい財政状況をわかって

もらうために、わかってもらうためにと。だ

から、何かその辺が、ここもそうなんですけ

ども、法律に準じた、これに対する目的意識

は何かありますか。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）確かに、条例等で

規定されておるのは事実でございます。非常

に財政が厳しいと、何回も申し上げるのは非

常に恐縮なんですが、そうした中で、いかに

行政サービスを低下させないか、極力抑えて

いくかという話の中では、今後、やはり住民

の方々に市の財政状況をあらゆる分野で知っ

ていただくと、市民の方に理解をお願いする

と。その中で、当然行政としては責務ござい

ますので、より厳しい中でも、中長期的な財

政計画は立てていかなければならないという

ことも認識しております。そういったことの

中で、現在の行政の課題なり執行状況、予算

規模について、たとえ一人でも多くの方々に、

市民の方々に知っていただきたいということ

で、我々実務担当としては考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（上田順康君）12番 平林君。 

○12番（平林崇行君）理解していただくとい

うことで言うとるんですけど、それが理解さ

れてないから。理解できないんですよね。だ

から、今回の質問をさせていただいてますの

でね。その辺のところを、そういう気持ちで

やっているということで。 

 じゃあ、次の４番に、上半期の起債状況は

いくらになるかと、この起債状況がいくらに

なるかというのを私聞きたかったのは、じゃ

あ今年、半年、１年でも、行政がやってきて、

どれぐらい俗に言う借金が減ったんですか。

これ、要は本当に苦しい、市民の人に対して

苦しいもんをわかってもらって、じゃあ行政

がどうやっているか。よく家のローンでもあ

ります。一般にはよく、一般市民の人らよく

わかるんだけど、家のローンとかいろんなロ

ーンを組んでいる。じゃああと何年で終わる、

月何ぼ払うたらあと何年で終わる。そういう

目的というか、目標を持って皆さん頑張って

いるんですよ。 

 橋本市の場合、この起債状況、あと何年、

年間何ぼ払うて、県税100％ゼロとは言いませ

んよ。あと何年したら健全経営になるんです

か。何ぼ返していって。新しい事業もメジロ

押しで来ると思うんですよ。普通は言うたよ

うに、家のローンがあるから車はさらにかえ

るのはちょっと考えようかな、車壊れたら乗
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用車じゃなしに軽四にしようかなとか、いろ

んな一般市民の人は、私もそうですけど、そ

ういうのを考えております。そういうふうな

一般市民の人に対する、そういう理解しても

らう、ほんまに簡素でわかりやすいような説

明がないんですよね。だから、そういうのは

広報でわかりやすくできないんですか、今年

は。じゃあ単年度でも結構ですよ。今年１年

は、いくら返したらこんかい起債が減って、

そしてあと何年後にはこうなると。今年はも

うこんかい返しましたとか、そういうふうな、

これからの広報でも結構ですけども、そうい

うような記載の仕方というのはできないんで

すか。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）お答えをさせてい

ただきます。 

 まず、後者のほうなんですが、できるだけ

広報等を通じまして、一般家庭というような

ご質問でございますが、確かに我々財政担当

させていただいておりましても、専門用語と

いいますか、財政用語が非常に多うございま

す。そうしたことで、市民の方々、理解をお

願いしたいといいましても、専門用語はなか

なか問題点があろうかと思いますので、でき

るだけ、車のローンと買いかえというような

例えがございましたが、極力そういった広報

の紙面を通じまして、住民の方々にご理解を

賜りたいと考えております。 

 それからもう１点、今、議員ご指摘の、今

後借金がどれぐらい残っているんだと、毎年

どれだけ返しているんだというようなことで

ご質問の件でございますが、まさに国の総務

省のほうでは、今年の４月にやり方をかえて

おります。実際、実質公債費率という財政指

標の押さえ方を、総務省は今年４月に見直し

をかけてございます。といいますのは、今ま

では全国的な話でございますけれども、橋本

市の普通会計ベースで借金が何ぼ残っている

んだというような数字の押さえ方をしており

ました。ところが、総務省のほうでは、それ

じゃいけないと。夕張市の例ではございませ

んけれども、市民の方々に表に見えてこない

部分があるんではないかと。隠れ借金といい

ますか、そういうことで、橋本市の例をとり

ますと、公営企業、病院会計と水道会計を抱

えております。そうしたことで、先ほどもご

答弁させていただきましたが、一般会計、特

別会計、公営企業会計等々合わせた借金とい

うのは、500億円、600億円になってきており

ます。 

 ですから、今後、全国的な話で恐縮ですが、

そういった自治体の収入に対します実質的な

借金返済の割合を示す新しい指標ということ

で、実質公債費率という押さえ方になりまし

たので、今後そういった部分で、地方自治体

の財政状況が議論されてくるのではないかと。

当然橋本市もそうでございますけれども、よ

り皆さん方、市民の方々にはわかりやすい数

字をもって公表させていただきたいというふ

うに考えてございます。 

 確かに、今後借金、どれだけ返済しなきゃ

いかんのかと、何年続くんだと。それと、今

後義務的経費では職員の給料、退職金等々も

ございます。そうしたことも踏まえますと、

やはり今後、中長期財政計画を集中改革プラ

ンとともにセットで検討していく必要がある

と、していきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくご理解をお願い申し上げま

す。 

○議長（上田順康君）12番 平林君。 

○12番（平林崇行君）確かに、国のいろんな

指導とかやり方云々ということは説明し、こ

れからいろいろ変えていくということでご答

弁いただいたんですけども、確かに国のこと

も大事ですけども、やはり第二の夕張市にな
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らないように、やっぱり行政が、私はいつで

も考えてるんですが、国がつぶれても橋本市

は生き残れるような力をつけるようなまちに

したいなと。そのやり方というのはいろいろ

ありますけども、やはり、そういうことを考

えた橋本市独自の、地方分権とかいろいろ言

われているのに、本当に脱皮したような形の

案があっても私はええんかなと。それが実行

できるかどうかは別にしましてね。 

 そういうふうな中で、そういうような突拍

子もない案というのは、絶対批判が入るんで

すよ、先ね。評価は後にしかついてきません。

批判は簡単です。しかし、その批判に負けて

いるようじゃ、私はこの橋本市の財政立て直

しはできない。そうでしょう？ 今までやっ

てきたことがあかんからこうなってきたんや

から、それを変えようとすれば、絶対、批判、

反対、いろんなものありますけど、だから、

それを考えた中で私はやっていただきたい。 

 だから、もう国とかそういうのもそれは大

事ですけども、橋本市はこうして立て直すん

やと。それを単年度、単年度、要は一日、一

日、やっぱり日々考えていただきたいと思っ

ております。だから、中長期計画も結構です。

私が覚えている限り、中長期計画がそのまま

実行されてよかったことは１回も、達成でき

たことは多分１回もないと思います。私がこ

の議員になって。ですから、そういうのも結

構ですけども、やっぱり５年、10年、20年後

を見据えて、そして、じゃあ今、きょう１日、

明日１日、１カ月、１年何をするかというこ

とを、もっと考えていただきたいと思ってお

りますので、その辺のことだけよろしくお願

いします。 

 最後に、この辺、先ほどちょっと答弁、明

確な答弁もいただけなかったみたいなので、

だいたい、粗の今までの流れの中での答弁が

合切となっておりますけども、ひとつ、数字

も並べるの結構です。先ほど、前、合併とか

何かで、忘れましたけど広報で漫画チックに

して、市民の人にわかりやすうやったんです

よね。私は、あれ、ええアイデアと思います。

だれにわかってもらいたいんやと。わしらは

こうやさかいと言うて、行政がわかっている

だけのマスターベーションだけじゃだめなん

ですよね。だれに対して出しているのか。本

当に市民の皆さまに対して、どういう方にご

理解をいただきたいかというのを考えて、漫

画がいいのかどうかわかりませんけども、絵

とかグラフとか、あんなんを多用して、数字

も結構ですが、ちょっと変わったやり方、今

までにないやり方というのを考えていってい

ただきたいんですけども、先ほどから頑張っ

てやりますということで、答弁はいただいて

いるんですが、どうですか。そういうふうな

提案もあるんですけども。だから、市民の人

から、広報の反響も聞きながら、やっぱりど

うですかと。 

 だから、いっぺん奥さんでも皆さん聞いて

くださいよ。この広報の決算報告わかるかと。

それだけでもええですよ。市役所行っとる人

たちが奥さんに聞いたらよろしいやん。決算

報告わかるか、予算のこれ、どういうことを

言うとるかわかるかと。その中からいろんな

アイデアが出ると。だから皆さんが、ほんま

に机の前で座って云々より、市民の人を、そ

ういう人に対しての問いかけというのが私は

足らんような気するんですけどね。最後のこ

の部分ですけども、どうですか。 

 市長にいただけたら。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）私から若干、広報誌の

運用についてのおただしでありますので、私

から申し上げたいと思います。 

 本当に、２万5,600か700の広報誌、これは
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もう市と市民との間の直結した形のものを、

即刻毎月出しておるということでありますが、

９月末現在の調べました数字では、広報誌を

よく読んでいるというのが約70％、そうして、

重点的なところだけ読んでいるというのが約

20％弱であります。それで、あまり読まない

というのが５％。不明、その他が５％弱とい

うことでありますけれども、やはり、私非常

にうれしいことが一つあったんです。県へ行

きますと、県の広報広聴課というのがござい

まして、木下さん、橋本市の市報は、これは

県下でもトップクラスのレベルの、内容とい

い、掲載の要領といい、というようなことを

言われて、私を上げてくれたのでございます

けれども、まあいやいやという謙遜の言葉を

申し上げたわけでありますが、さらに一層充

実して、やはりこういう広く理解いただくの

には、棒グラフとか曲線の、漫画じゃないで

すけども、こういう予算決算、こういうこと

については、大綱的なこともやっぱり組み入

れていく必要があるんじゃないかなというこ

と、そして、高齢化時代に向けての、そうい

う対応をした、ある程度字を大きくするとか、

あるいは読みやすいとか、あまり難しい漢字

が、ばんばん専門用語が入ってくると、やっ

ぱり皆さんは肩凝りませんけど、一般の方は

大分肩凝るようなことも聞いておるわけであ

ります。 

 一層、今後そうした面も含めて、担当課を

中心に皆さんのご意見も聞きながら、本当に

立派な、内容の濃い、すばらしい広報誌にな

りましたよということを目標に取り組んでま

いりたいと思いますので、よろしくお願いい

たしたいと思います。 

○12番（平林崇行君）結構です。よろしくお

願いします。 

○議長（上田順康君）これをもって、12番 平

林君の一般質問は終わりました。 
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